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高齢者における医療費窓口負担割合を２割とする改正高齢者医療確保法の

廃止等を求める意見書 

高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律、いわゆる改正高齢者医療確保

法が、本年６月４日に参議院本会議で強行採決され成立した。 

本改正は、全ての世代で広く安心を支えていく全世代対応型の社会保障制度を構築する

ため、被保険者の後期高齢者のうち一定の所得基準以上のものに対する医療費窓口負担割

合を１割から２割へと見直すというものであるが、国民がコロナ禍における様々な経済的

困難に直面している状況の中、高齢者への更なる負担増大は受診控えを招き、必要な受診

機会を奪うことにつながると指摘されている。 

あ政府は、今回の見直しに当たって、現役世代の負担を軽減することが最も重要な課題で

あると強調しているが、本改正に伴う令和７年度の給付費全体の軽減効果とされる年間約

２，１９０億円のうち、現役世代が負担している後期高齢者支援金は約８３０億円と試算

されており、これは現役世代の負担を１人当たり月額３０円程度軽減することにしかなら

ず、最も削減されるのは国や自治体が負担している公費約１，１４０億円だと試算されて

いる。 

また、我が国における富裕層等の世帯数及び純金融資産保有額は、過去１０年にわたっ

て増加傾向にあり、令和元年度の推計では、世帯数約１３３万世帯、純金融資産保有額は

３３３兆円に上ったと報じられているが、こうした富裕層等に応分の負担を求め、高齢者

を含む全世代に対する社会保障の拡充と負担軽減、生活支援に向けた政策こそ実施すべき

である。 

よって、国におかれては、必要な医療の確保を図るため、高齢者の受診機会を奪う改正

高齢者医療確保法を廃止するとともに、少子高齢化社会における今後の医療保険制度を維

持するため、富裕層等への応分負担を求める政策を実施されるよう、強く要望するもので

ある。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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